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平成１７年１２月２０日 

平成１7 年度                     

原 子 力 総 合 防 災 訓 練 要 綱 

  

内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 

内 閣 府 政 策 統 括 官 （ 防 災 担 当 ） 

文 部 科 学 省 

経 済 産 業 省 

 

１．原子力総合防災訓練の目的 

（１） 防災関係機関の機能確認及び防災関係機関相互協力の円滑化 

（２） 防災訓練を通じて評価等を実施し、防災関係機関の実効性の確認 

（３） 原子力防災に対する意識の高揚と知識の向上 

 

２．訓練の実施時期 

平成 17 年１１月９日（水）1100～1800、 １０日（木） 0730～ 1300      

 

３．対象となる事業所 

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所（４号機） 

 

４．事故想定の概要 

以下の想定で訓練を実施する。 

定格出力運転中、原子炉冷却材の漏えいに伴い原子炉を停止したが、その後の

非常用炉心冷却設備の故障等による冷却機能の喪失から炉心が損傷し、原子炉格

納容器からの放射性物質の放出による影響が発電所周辺地域に及ぶおそれがあ

る。  

 

５．参加機関 

（１） 国：内閣官房、内閣府、原子力安全委員会、文部科学省、経済産業省 等 

（２） 地方自治体：新潟県、柏崎市、刈羽村 

（３） 原子力事業者：東京電力株式会社 

（４） その他：東日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本赤十字社 他 

 

 

 

６．実施体制 

〈政府原子力災害対策本部〉 
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・ 本部長：内閣総理大臣 

・ 副本部長：経済産業大臣 

・ 事務局長：原子力安全・保安院院長 

 

〈政府原子力災害現地対策本部〉 

・ 本部長：経済産業副大臣 

・ 事務局長：原子力安全・保安院審議官 

 

７．実施要領 

・ 第 1 段階：初動対応に係る訓練 

事故通報から、国の職員等の緊急派遣を実動で行って現地警戒本部設置等の

警戒態勢を完了するまでの初動対応を実務者を中心に実施 

 

・ 第 2 段階：緊急事態宣言発出に係る訓練 

内閣総理大臣による緊急事態宣言の発出等を実施 

 

・ 第 3 段階：緊急事態応急対策の各種措置訓練 

避難区域の決定等の応急対策措置を実施 

 

・ 第 4 段階：緊急事態解除に係る訓練 

事故収束に伴う緊急事態解除を実施 

 

８．今回の訓練重点項目（特徴） 

（１）実動による政府職員・専門家の緊急派遣並びに資機材の搬送訓練 

特定事象発生後、航空機、鉄道等を利用して政府職員・専門家を実動で緊急派

遣を行うとともに資機材の搬送訓練を実規模で実施する。この際、派遣に係る手続

き、態勢完了までの所要時間等を検証する。 

 

（２）初動における現地と中央との連携活動訓練 

特に、政府職員の到着以前の初期段階における現地（経済省現地警戒本部・現

地事故対策連絡会議・県対策本部）と経済省警戒本部との連携活動訓練を実施す

る。 

 

（３）官邸対策室設置（危機管理センター） 

危機管理センターに官邸対策室を設置し、緊急事態に際しての政府の初動対処

訓練を実施する。 

（４）緊急参集チームの招集、協議 

緊急参集チームの招集・協議を実施し、初動対処のための情報集約等の訓練を
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実施する。 

 

（５）緊急事態応急対策に対する助言機能の確認（原子力安全委員会） 

住民の防護対策等を決定する過程での活動について、関係機関等との連携のも

と、原子力安全委員会の助言機能を確認する。 

 

（６）緊急被ばく医療活動の充実 

三次被ばく医療機関（放射線医学総合研究所）等への被ばく患者の搬送を含め

た緊急被ばく医療活動の訓練を実施する。 

 

（７）広報活動の充実 

中央及び現地対策本部において広報官による一元的なプレス対応を行い、正確

で分かりやすい広報活動の充実を図る。 

なお、広報体制強化案（広報官の増強、広報支援要員の常設等）の試行を実施

する。 

 

（８）新潟県中越地震等の教訓を反映 

新潟県中越地震等の経験を踏まえ、その教訓を生かした訓練を実施する。 

 

９．訓練内容 

（１）国、関係自治体および事業者共通の訓練 

イ．緊急時の通信連絡、情報の収集・伝達訓練 

原災法第１０条の通報及び原子力緊急事態宣言等に関連する必要な情報

を電話、ＦＡＸ、防災無線等の通信機材により事業者、関係市町村、新潟県、

経済産業省、関係省庁及び総理官邸の間で迅速かつ正確に情報を伝達する

訓練 

 

ロ．初動態勢の確立訓練 

原災法第１０条の通報を受け、国、関係自治体及び事業者がそれぞれ実動で

職員等の派遣を行うとともに、政府職員到着以前の初期段階における経済省現

地警戒本部・現地事故対策連絡会議と経済省警戒本部との連携活動訓練 

尚、本連携活動のなかで、通信障害時等を想定して代替手段（衛星通信等）

を確認する 

 

ハ．オフサイトセンターの運営訓練 

オフサイトセンターにおいて、国、関係自治体及び事業者が一堂に会した原

子力災害合同対策協議会を開催して情報の収集と共有を行い、関係機関との

調整、緊急事態応急対策実施方針の協議及び緊急事態応急対策実施状況
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の確認等を行う訓練 

 

（２）国が主体となって行う訓練 

イ．国の職員・専門家の緊急派遣並びに資機材の搬送訓練 

特定事象の発生を受けて速やかに関係省庁に派遣要請を実施し、鉄道等に

よる国の職員等の緊急派遣並びに自衛隊の航空機による政府職員、原子力関

係専門家及び資機材の迅速な現地派遣に係る訓練 

 

ロ．警戒段階の対応訓練 

初動対応を的確に実施するため、経済産業省内の通信連絡体制の確立、

総理官邸その他関係省庁との通信連絡体制の確立、緊急参集チーム招集・協

議、官邸対策室設置及び関係省庁事故対策連絡会議等の初動対応体制の迅

速な確立・運営に係る訓練 

 

ハ．原子力緊急事態宣言等に係る訓練 

原災法第１５条に規定する原子力緊急事態の発生に伴う、原子力緊急事態

宣言発出の上申手続等に係る公示・指示文書の作成及び関係自治体への伝

達に係る訓練 

 

ニ．緊急事態における対応訓練 

関係省庁が連携して原子力災害対策本部を設置し、現地等からの情報を

収集、分析し、原子力安全委員会の助言機能の充実のもとで必要な応急対策

を検討するとともに、専門家の派遣、自衛隊の派遣、広域緊急援助隊の派遣、

緊急消防援助隊の派遣等に係る訓練 

 

ホ．広報訓練 

中央及び現地対策本部の広報班が連携をとりつつ、それぞれプレス発表を

実施し、原子力防災情報の適切な広報を実施する報道対応に係る訓練 

 

（３）関係自治体が主体となって行う訓練 

イ．災害対策本部の設置運営訓練 

地震等による通信障害も想定した警戒体制及び災害対策本部等の応急活動

体制並びに指揮系統の確立に係る訓練 

 

ロ．防護対策検討訓練 

原災法第１０条通報以降緊急事態宣言に至る間の、県災害対策本部による防

護対策検討訓練 
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ハ．緊急時モニタリング訓練 

県災害対策本部環境調査班における海上、空中を含む緊急時モニタリング

活動の実施及び測定結果の分析・検討・伝達に係る訓練 

 

ニ．応援要請等訓練 

「原子力災害時の相互応援に関する協定」に基づく応援要請（通報）、自衛

隊に対する災害派遣要請等に係る訓練 

 

ホ．住民避難・退避及び誘導訓練 

地域住民等による避難・待避所等への避難、コンクリート屋内退避、屋内退

避訓練及び消防職団員等による避難誘導訓練   

 

へ．警備対策及び交通規制訓練 

県災害対策本部治安対策部の運営、交通規制等訓練  

 

ト．緊急時輸送訓練 

地震等による交通障害も想定した避難住民の避難・退避所への輸送、避難所

への生活必需品等の輸送訓練 

 

チ．緊急被ばく医療対策訓練 

県災害対策本部緊急時医療本部の運営、安定ヨウ素剤調製、搬送等を含む

医療活動訓練 

避難・退避住民に対する汚染検査等に係る訓練 

被ばく患者の医療機関への搬送等訓練 

 

リ．広報訓練 

地震等による停電等も想定した地域住民等への広報（防災行政無線、広報車

等）に係る訓練 

 

（４）事業者が主体となって行う訓練 

イ．事故拡大防止訓練 

事故拡大防止措置の検討及び事象進展の予測等に基づき放出放射能によ

る影響範囲の推定を行う訓練 

 

ロ．緊急時対策本部の設営及び通報、連絡訓練 

事象の情勢に応じた体制の発令、要員の召集及び緊急時対策本部の設置を

行うとともに、特定事象発生の通報、応急措置等についての情報提供を行う訓

練 
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ハ．緊急時環境モニタリング訓練 

発電所敷地周辺の環境モニタリングを行い、その結果を関係機関に報告す

るとともに、自治体緊急時モニタリングへの要員の派遣及び資機材の提供を行

う訓練 

なお、国の防災ロボットの試験運用を実施 

 

ニ．避難誘導訓練 

発電所構内作業者の避難誘導及び避難場所への輸送を行うとともに発電所

構内の立入制限を行う訓練 

 

ホ．医療活動訓練 

発電所構内において負傷した汚染のおそれのある作業者を応急処置施設に

搬送し、汚染除去等の応急措置を施したうえで、関係機関と連携し被ばく医療

機関への搬送を行う訓練 

 

へ．原子力事業者支援連携訓練 

原子力事業者間の取り決めに基づいて、要員派遣及び資機材提供の要請

等を行うことにより事業者間の連携強化を図る訓練 

 

１０．事前訓練 

１０月１３日（木）１３：３０～１７：３０に、原子力緊急事態発生時における関係者の

意思決定の習熟を図るとともに、原子力総合防災訓練を補完し、より実効性を高め

ることを目的とした事前訓練を実務者を中心に実施する。 

 

 



平成１７年度原子力総合防災訓練　訓練進行実績表　(事前訓練）　 平成１７年１２月２０日

ドライウェルサンプ流量高により原子
炉手動スクラム

6:20

残留熱除去系ポンプ(Ｂ)故障停止／同
ポンプ(Ａ)でサプレッションプール冷却

6:25 6:25 トラブル通報発信（第１報）

8:05

8:10 原災法１０条通報発信
・ＥＣＣＳ作動、一部失敗、給復水系で注水中

高圧炉心スプレイ系ポンプ故障停止 9:05

9:10 第３報発信
・8:15給復水系故障、原子へは原子炉隔離
時冷却系ポンプで注水中

原子炉隔離時冷却系ポンプ故障停止 10:05

10:10 第４報発信
・10:05原子炉隔離時冷却系ポンプ故障停止
・高圧系非常用炉心冷却系ポンプの起動を
試みる

残留熱除去系ポンプ(Ｃ)故障停止 11:35

11:40 第５報発信
・11:35原子炉水位低下に伴い、原子炉圧力
を下げ残留熱除去系ポンプＣで原子炉へ注
水したが故障停止
・低圧炉心スプレイ系ポンプで炉心へ注水中

13:30 訓　　練　　開　　始

13:35 第６報発信
・低圧炉心スプレイ系ポンプに異音発生、監
視強化中

13:35 トラブル通報受信 13:35 トラブル通報受信

13:35
13:40

機能班責任者会議

13:40
13:48

新潟県災害対策本部会議（第１回）

残留熱除去系ポンプ(Ａ)故障停止 13:45

低圧炉心スプレイ系ポンプ故障停止 13:55

14:00 １５条相当事象発生報告（第７報）
・残留熱除去系ポンプＡ故障停止
・低圧炉心スプレイ系ポンプ故障停止

14:05
14:09 原子力緊急事態に該当と判断             公示・指示案作成に

　　　　　　係る活動
14:10 ERSS解析条件をERCプラント班に連絡             公示・指示（変更）案

　　　　　　作成に係る活動
14:12 ＥＲＳＳ解析条件をOFCプラント班からＦ

ＡＸで受信
14:15 プレス発表（第１報）　投込み 14:15 プレス発表（第１報）　投込み

14:15
14:25

機能班責任者会議

14:18 ＥＲＳＳ解析をＪＮＥＳにＦＡＸで指示

14:25 公示案指示案を内閣官房等に送付

14:25 保安院長より経済産業大臣（ｺﾝﾄﾛｰﾗ）
に公示・指示案を上申

14:27 経済産業大臣より公示･指示案を総理
大臣に上申（(ｺﾝﾄﾛｰﾗにFAX）

14:30 経済産業省原子力災害対策本部設置
をＯＦＣに連絡

14:20 第８報発信
・発電所で負傷者１名発生、救急車出動要
請
　（現場作業員が転倒し、擦り傷あり。放射性
物質を含む水がかかり、飲み込みによる内
部被ばくの可能性あり。）
・代替注水系で原子炉注水中

経済省対策本部、政府対策本部事務局
（緊急時対応センター)

経済省現地本部、政府現地本部関連事項

原災法１０条通報該当事象の発生（Ｅ
ＣＣＳ作動）

備　　　　考
新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（ＯＦＣ）

県庁,町等関連事項
事故事象

訓練
時刻

東京電力(柏崎刈羽原子力発電所）
関連事項

東京 県庁、役場等

新潟県災害対策本部関連事項

代替注水系（復水補給水系ポンプ）で
原子炉に注水

現地での事前説明会
 9:00～10:00　原子力防災専
門官（応援者）
10:00～12:00　訓練参加者
13:00～13:30　現地ﾌﾟﾚｽ関係
者



平成１７年度原子力総合防災訓練　訓練進行実績表　(事前訓練）　 平成１７年１２月２０日

経済省対策本部、政府対策本部事務局
（緊急時対応センター)

経済省現地本部、政府現地本部関連事項
備　　　　考

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（ＯＦＣ）

県庁,町等関連事項
事故事象

訓練
時刻

東京電力(柏崎刈羽原子力発電所）
関連事項

東京 県庁、役場等

新潟県災害対策本部関連事項

14:35

14:40 第９報発信
・代替注水系故障停止、原子炉への注水が
すべて停止。

14:45 原子力緊急事態宣言発出（14:40）の連
絡受信

14:48 内閣府ブースに官邸より連絡
　14:45  臨時閣議
　14:50　第１回政府対策本部会議

14:48 ＥＲＳＳ予測結果をＪＮＥＳからＦＡＸで受
信

14:48 ＥＲＳＳ予測結果をJNESからＦＡＸで受
信

14:51
15:07

現地事故対策連絡会議
（合同対策協議会）

15:02 ERSS予測結果に基づくSPEEDI計算依頼

15:14 プレス発表（第２報） 15:20 プレス発表（第２報）　第１回会見

15:20
15:30

２地点ＴＶ会議
ERC総括班責任者

15:20
15:30

２地点ＴＶ会議
ＯＦＣ総括班責任者

15:36 SPEEDI予測結果受信 15:36 SPEEDI予測結果受信

15:50 放射線班から、避難範囲案を提示

16:00 第１０報発信
・残留熱除去系ポンプＡ故障原因判明、復旧
見込みは10/14　8:00頃

16:10 住民安全班から、新潟県と調整した避
難範囲案を提示

16:14 プレス発表（第３報） 16:15 プレス発表（第３報）　第２回会見

16:15 原子力安全委員会・現地組織会合
　避難範囲を検討

16:20 残留熱除去系ポンプ(Ａ)復旧後のＥＲＳ
Ｓ予測解析をＪＮＥＳに指示

16:20
16:38

新潟県災害対策本部会議（第２回）

16:23 公示・指示（変更）案作成着手

16:30 原子力安全委員会（現地）と相談して公
示・指示変更案を作成するようＯＦＣ総
括班に連絡

16:40 第１１報
・残留熱除去系ポンプＢ故障原因判明、復旧
見込みは10/14　12:00頃

16:45
16:58

緊急事態対応方針決定会議

16:50 残留熱除去系ポンプ(Ａ)復旧後のＥＲＳ
Ｓ予測結果をＪＮＥＳから受信

17:02 公示・指示（変更）案を内閣官房等関係
先に送付

17:10 プレス発表（資料なし）　第３回会見

17:10
17:15

２地点ＴＶ会議
　　公示・指示（変更）案上申決定

17:10
17:15

２地点ＴＶ会議
　公示・指示（変更）案上申決定

17:15 訓　　練　　終　　了

総括班、放射線班、住民安全班、新潟県で避難範囲を協議

代替注水系（復水補給水系ポンプ）故
障停止

ＥＲＣでも、合同対策協議会
後にプレス発表を予定してい
たが、訓練終了に伴い実施せ
ず。

現在解析中のケースは代替注水系を考慮しない保守的な解析になっており、再解析は不
要の旨をＪＮＥＳに連絡
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11/9

トラブル発生 11:00

11:05 11:05 トラブル通報（第１報）受信 11:05 トラブル通報受信 11:05 11:05 トラブル通報受信

11:10 トラブル対応 11:10 保安検査官の現場確認 警戒体制（第一次配備態勢）

11:08 原子力防災課長より保安院長に上申
・保安院緊急参集チーム参集
・職員の先行派遣　・ＥＲＣ立上げ　等

11:16
11:20

保安院緊急参集チーム協議（院長室）
・審議官の派遣決定 等

11:25 11:25 緊急時対応センター立上げ／連絡 11:20 先行派遣職員県庁出発

（事象レベル／派遣基準　決定）

ERSS,SPEEDI起動指示

11:25 先行派遣者が審議官室でﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

11:30 ＯＦＣ立上げ

11:40 報道機関への広報（速報） 11:45 報道機関への広報 11:40 報道機関への広報訓練　

12:20

13:00 13:00 (原災法第10条通報該当事象）

13:05 原災法第１０条通報発信 13:05 原災法第１０条通報受信 13:05 原災法第１０条通報受信 13:05 災害対策本部設置(第二次配備態勢) 13:05 原災法第１０条通報受信

13:05 官邸対策室設置 13:05 関係市村現地災害対策本部設置 13:05 県本庁連絡本部設置

13:05 緊急参集チーム招集 13:07 経済省現地警戒本部（暫定）設置 13:05 関係市村災害対策本部設置

13:10 国に専門家の派遣要請

13:20 先行派遣経済省職員　東京駅発①
（天候不良により新幹線に変更）

13:10 災害対策本部長ほか県庁出発

13:20 経済省警戒本部設置 13:20 経済省現地警戒本部設置

13:20
13:28

第1回経済省警戒本部会議
【経済省別館3F第4特別会議室】
　（専門家派遣を関係省庁に要請）

13:40 報道機関への広報訓練　 13:46 報道機関への広報訓練

13:45 派遣専門家､資機材 原子力機構発②
（天候不良により陸路に変更）

14:00
13:45
14:33

緊急参集チーム協議
（関係職員派遣を要請）

(13:55 被ばく患者　発電所事務所発）

14:05 14:15 災害対策本部長ほか県本部要員　到着

14:20 政府派遣職員　東京駅発③ 14:20 第1回現地事故対策連絡会議 災害対策本部態勢完了

14:30 【ＯＦＣ全体会議室】 (14:20 被ばく患者　発電所ﾍﾘﾎﾟｰﾄ発）＊ ＊：想定（実際は、救急車で搬送）

２地点ＴＶ会議 14:35 ２地点ＴＶ会議

保安院長　【緊急時対応センター】 14:40 事務所長、危機管理監　【ＯＦＣ全体会議室】

14:30 報道機関への広報訓練　 14:40 第１回県災害対策本部会議

14:50 第1回関係省庁事故対策連絡会議 14:50 報道機関への広報訓練　

15:00 15:10 【経済省別館4F450（第5）会議室】

15:05 (15:05 被ばく患者　県立がんｾﾝﾀｰ着)＊ ＊:時刻は空輸の場合の想定

15:30 報道機関への広報訓練 15:30 報道機関への広報訓練

15:55 先行派遣経済省職員到着①

15:57 審議官への業務引継

16:00 ２地点ＴＶ会議 16:10 ２地点ＴＶ会議

保安院長　【緊急時対応センター】 16:16 審議官、危機管理監　【ＯＦＣ全体会議室】

16:30 報道機関への広報訓練（配付資料な
）

16:30 報道機関への広報訓練（配付資料なし）

16:35 16:55 第２回県災害対策本部会議

17:00

初
動
対
応
に
係
る
訓
練

原災法１０条通報該当事象
の発生

トラブル通報発信（原子炉手
動停止）

備　　　　考
訓練
時刻

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（ＯＦＣ）東京 県庁、役場等

新潟県災害対策本部関連事項

先行派遣職員　到着
　（県本部関係設営着手）

政府対策本部（官邸）、経済省対策本部事務局
（緊急時対応センター)、関係省庁関連事項

県庁,町等関連事項

訓　　練　　開　　始

経済省現地本部、政府現地本部関連事項

トラブル通報発信（第１報）

高圧炉心スプレイ系ポンプ
故障停止発信

段階 事故事象
訓練
時刻

東京電力(柏崎刈羽原子力発電所）
関連事項

原子炉隔離時冷却系ポンプ
故障停止発信

低圧系非常用炉心冷却系ポ
ンプ１台停止発信

重点項目（１）
実動による政府職員・専門家
の緊急派遣並びに資機材の搬
送訓練

）重点項目（１

）重点項目（１

重点項目
） （

重点項目（２）
初動における現地と中央の連
携活動訓練

）重点項目（２

）重点項目（２

）重点項目（３
官邸対策室設置
）危機管理センター（

）重点項目（３

）重点項目（４
緊急参集チーム招集・協議

）重点項目（４

）重点項目（６

重点項目（６）

重点項目（７）
広報活動の充実重点項目（７）

（広報官による会見　以下同様）

次ページにつづく

）重点項目（６

現地での事前説明
8:00～ 9:00　原子力保安検査
官事務所長（研修者）
9:00～10:00　現地ﾌﾟﾚｽ関係者

（次頁へ）
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備　　　　考
訓練
時刻

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（ＯＦＣ）東京 県庁、役場等

新潟県災害対策本部関連事項政府対策本部（官邸）、経済省対策本部事務局
（緊急時対応センター)、関係省庁関連事項

県庁,町等関連事項経済省現地本部、政府現地本部関連事項
段階 事故事象

訓練
時刻

東京電力(柏崎刈羽原子力発電所）
関連事項

17:20 政府派遣職員　到着③

経済省現地警戒本部態勢完了

17:20
17:29

機能班責任者会議

17:30 報道機関への広報訓練 17:30 報道機関への広報訓練

17:30
17:41

第２回現地事故対策連絡会議

２地点ＴＶ会議 17:45 ２地点ＴＶ会議

保安院長【緊急時対応センター】 17:50 審議官、危機管理監【ＯＦＣ全体会議室】

17:50

18:00 資機材（原子力機構） 長岡市みしま体育館着②

18:30 派遣専門家（原子力機構） 防災センター着②

19:20 資機材（原子力機構） 柏崎市民プラザ着②

11/10

7:30

7:40 新潟県知事到着

7:53 副大臣（現地対策本部長）到着 7:40 知事への引継ぎ

7:55 7:56 副大臣への引継ぎ終了

8:00 原災法第１５条相当事象発
生報告

8:00 原災法第１５条相当事象発生の報告受
信

8:00 原災法第１５条報告受信 8:00 原災法第１５条報告受信 8:00 原災法第１５条報告受信

8:07 原子力緊急事態の判断／関係先連絡

8:10 保安院長から経済産業大臣への上申、
経済省原子力災害対策本部会議

8:15 【経済省別館3F第4特別会議室】

8:10 経済産業省原子力災害対策本部設置

8:13 経済産業大臣官邸に出発

8:20 報道機関への広報訓練（速報） 8:20 報道機関への広報訓練

8:22 経済産業大臣官邸到着

8:30 8:30 経済産業大臣から総理への報告、宣言
発出の具申。総理が原子力緊急事態
宣言発出　　【官邸】

(8:30 被ばく患者 県立がんｾﾝﾀｰ　発）

8:30 交通規制開始

8:33 政府原子力災害対策本部設置 8:33 政府原子力災害現地対策本部設置

8:33 第１回政府原子力災害対策本部会議

３地点TV会議 8:34 ３地点ＴＶ会議 ３地点ＴＶ会議

ＴＶ会議　本部長；総理大臣【官邸】

8:47 【官邸４階大会議室】 8:38 第１回原子力災害合同対策協議会

8:35 自治体等に公示、指示送付 8:52 【ＯＦＣ全体会議室】

8:55

9:05

9:05 報道機関への広報訓練　 9:05 報道機関への広報訓練　 9:05 報道機関への広報訓練／住民広報訓練　

初
動
対
応
に
係
る
訓
練

緊
急
事
態
宣
言
発
出
に
係
る
訓
練

原災法第１５条相当事象の
発生

訓　　練　　一　　時　　中　　止

訓　　練　　再　　興

刈羽村長【村役場】経済産業副大臣、知事、柏崎市長【ＯＦＣ全体会議室】

第３回県災害対策本部会議

17:49　地上回線故障を想定し、衛星回
線への切替を確認

）重点項目（２

重点項目（６）

）重点項目（８
新潟県中越地震の教訓反映
　
注）10/18　原子力防災ｾﾝﾀｰ（
における商用電源喪失時の障
害対処訓練実施

）重点項目（８

（前頁より）
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備　　　　考
訓練
時刻

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（ＯＦＣ）東京 県庁、役場等

新潟県災害対策本部関連事項政府対策本部（官邸）、経済省対策本部事務局
（緊急時対応センター)、関係省庁関連事項

県庁,町等関連事項経済省現地本部、政府現地本部関連事項
段階 事故事象

訓練
時刻

東京電力(柏崎刈羽原子力発電所）
関連事項

8:40 （放射能予測放出量、予測放出時期決定） 8:40 （放射能予測放出量、予測放出時期決定）

8:55 （SPEEDI出力） 8:55 （SPEEDI出力）

9:05 9:05

9:10 燃料被覆管破損報告 9:15 第1回班長会議（防護対策地区の検討） 9:15 第1回班長会議（防護対策地区検討） 9:15

9:30 【緊急時対応センター】 9:21 【ＯＦＣ全体会議室】 9:25

9:28 対応方針決定会議（防護対策地区方針 (9:20 被ばく患者　新潟空港　発）

9:34 上申決定）【ＯＦＣ方針決定会議室】

(9:50 被ばく患者　下総基地　着）

10:00 第2回原子力災害対策本部会議

３地点TV会議 10:00 ３地点TV会議 ３地点TV会議

副本部長；経済産業大臣【緊急時対応ｾﾝﾀｰ】

10:05 【緊急時対応センター】 10:04 第2回原子力災害合同対策協議会 (10:15 被ばく患者　放医研　着）

10:19 【オフサイトセンター全体会議室】

10:05 避難等指示の変更を自治体、OFC、関
係省庁にFAX送信

10:15
10:20

第５回県災害対策本部会議

10:25 報道機関への広報訓練　 10:35 報道機関への広報訓練　 10:25 報道機関への広報訓練／住民
広報訓練10:25 住民避難開始

11:10 孤立住民のヘリによる避難完了

11:25 住民避難完了

11:40 11:40 （放射性物質放出）

11:45 放射性物質放出報告 11:45 放射性物質放出報告受信 11:45 放射性物質放出報告受信 11:45 放射性物質放出報告受信 11:45 放射性物質放出報告受信

11:50 報道機関への広報訓練 12:05 報道機関への広報訓練

12:15

12:20 放射性物質の放出停止報告 12:20 放射性物質の放出停止報告受信 12:20 放射性物質の放出停止報告受信 12:20 放射性物質の放出停止報告受信 12:20 放射性物質の放出停止報告受信

12:25 （モニタリング結果受信）

12:30 報道機関への広報（速報） 12:30 報道機関への広報

12:26 第2回班長会議（緊急事態解除宣言の検討） 12:26 第2回班長会議（緊急事態解除宣言の検討） 12:25

12:31 【緊急時対応センター】 12:31 【オフサイトセンター全体会議室】 12:32

12:35 対応方針決定会議（緊急事態解除宣言の方針

12:39 上申決定）【オフサイトセンター方針決定会議室】

12:42 第３回原子力災害対策本部会議

４地点TV会議 12:42 ４地点TV会議 ４地点TV会議 ４地点TV会議

副本部長；保安院長【緊急時対応ｾﾝﾀｰ】 原子力安全委員【原安委】

（原子力緊急事態解除宣言発出） 12:46 第３回原子力災害合同対策協議会

12:47 【緊急時対応センター】 12:49 【オフサイトセンター全体会議室】

12:54

12:59

12:50 原子力災害対策本部廃止 12:50 原子力災害現地対策本部廃止

12:50 経済産業省原子力災害対策本部廃止 12:50 経済産業省現地災害対策本部廃止 12:50 県災害対策本部廃止 13:00 災害対策本部廃止

12:50

12:50 訓練参加者への講評（保安院長） 12:57 訓練参加者への講評（経済産業副大臣、新潟県知事）

12:57
～13:14

記者会見(保安院長） 13:11
～13:46

合同記者会見（経済産業副大臣、新潟県知事、柏崎市長、刈羽村村長、東京電力常務取締役）

訓
練
終
了
時

訓　　練　　終　　了

放射性物質の放出停止 (格
納容器最高使用圧力以下と
なっため）

緊
急
事
態
解
除
に
係
る
訓
練

緊
急
事
態
応
急
対
策
の
各
種
措
置
訓
練

刈羽村長【村役場】

放射性物質放出開始 (格納
容器最高使用圧力を超えた
ため）

第４回県災害対策本部会議

経済産業副大臣、知事、柏崎市長【ＯＦＣ全体会議室】

燃料被覆管破損

第７回県災害対策本部会議

刈羽村長【村役場】

経済産業副大臣、県知事、柏崎市長【ＯＦＣ全体会議室】

第６回県災害対策本部会議

重点項目（６）
緊急被ばく医療活動の充実

重点項目（５）
緊急事態応急対策に対する
助言機能の確認（原子力安全
委員会）重点項目（６）

重点項目（６）

重点項目（６）

重点項目（８）

9:40
9:45

３地点ＴＶ会議
【緊急時対応センター】

３地点ＴＶ会議
【ＯＦＣ方針決定会議室】

9:40
9:45

３地点ＴＶ会議
原子力安全委員【原安委】


